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(57)【要約】
【課題】立体映像表示装置にタッチパネル機能を付与す
ることが可能な視差バリア部材を提供することを課題と
する。
【解決手段】立体映像表示装置に用いられる視差バリア
部材であって、基材と、上記基材上に形成されたブラッ
ク層と、上記基材上に形成され、金属を含む高反射層と
、上記基材上に形成され、上記高反射層と電気的に接続
された配線層および電極パッドとを備え、上記高反射層
は、タッチパネルの検出領域に配置されるセンサ電極と
して機能するように形成されており、上記配線層および
上記電極パッドは、上記タッチパネルの非検出領域に配
置されるように形成されており、上記ブラック層は、少
なくとも上記タッチパネルの上記検出領域に配置される
ように形成されていることを特徴とする視差バリア部材
を提供することにより、上記課題を解決する。
【選択図】図１



(2) JP 2017-194819 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立体映像表示装置に用いられる視差バリア部材であって、
　基材と、
　前記基材上に形成されたブラック層と、
　前記基材上に形成され、金属を含む高反射層と、
　前記基材上に形成され、前記高反射層と電気的に接続された配線層および電極パッドと
を備え、
　前記高反射層は、タッチパネルの検出領域に配置されるセンサ電極として機能するよう
に形成されており、
　前記配線層および前記電極パッドは、前記タッチパネルの非検出領域に配置されるよう
に形成されており、
　前記ブラック層は、少なくとも前記タッチパネルの前記検出領域に配置されるように形
成されていることを特徴とする視差バリア部材。
【請求項２】
　前記高反射層、前記配線層および前記電極パッドは、同一材料を含むことを特徴とする
請求項１に記載の視差バリア部材。
【請求項３】
　視差バリア部材と、タッチパネルと、透過型表示素子とを備える立体映像表示装置であ
って、
　前記視差バリア部材は、請求項１または請求項２に記載の視差バリア部材であり、前記
タッチパネルの少なくとも一部を構成することを特徴とする立体映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体映像表示装置に用いられる視差バリア部材、および立体映像表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、観察者が特殊なメガネを使用せずに裸眼で立体映像を見ることができる立体映像
表示装置（いわゆる裸眼３Ｄディスプレイ）が実用化されている。立体映像の表示方法の
１つとして、視差バリア方式が知られている。視差バリア方式では、立体映像表示装置は
、視点の異なる複数の画像を表示し、それらの画像の光線は、視差バリア部材によって出
力方向を制御され、観察者の両眼に導かれる。観察者は、左目と右目とで異なる視差画像
を見ることになるため、映像を立体的に認識することができる。
【０００３】
　視差バリア部材には、光を透過する透過領域と、光を透過させない遮光領域とが所定パ
ターンで設けられている。遮光領域が存在することにより、立体映像表示装置では、通常
の映像表示装置（２Ｄディスプレイ）より輝度が低下する。輝度の低下を抑制するために
は、バックライトの輝度を増加させる必要があるため、消費電力が増加する。
【０００４】
　消費電力を増加させることなく輝度の低下を抑制するため、遮光領域のバックライト側
に高反射層を設けた視差バリア部材を用いることが提案されている（例えば、特許文献１
参照）。これにより、バックライトから遮光領域に向かう光を高反射層で反射させ、この
反射光を再度バックライトで反射させて透過領域に向かわせることにより、光を効率的に
利用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】中国特許出願公開第１０４２３８１２５号明細書
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、表示装置は、タッチパネルと組み合わせて、種々の装置（例えば、タブレット端
末、スマートフォン、ゲーム機、ＡＴＭ等）に用いられており、表示装置にタッチパネル
機能が付与されたタッチパネル一体型の表示装置の開発が進められている。立体映像表示
装置においても、タッチパネル機能を付与することが求められている。本発明は、上記実
情に鑑みてなされたものであり、立体映像表示装置にタッチパネル機能を付与することが
可能な視差バリア部材、およびタッチパネル機能を有する薄型の立体映像表示装置を提供
することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、立体映像表示装置に用いられる視差バリア部材
であって、基材と、上記基材上に形成されたブラック層と、上記基材上に形成され、金属
を含む高反射層と、上記基材上に形成され、上記高反射層と電気的に接続された配線層お
よび電極パッドとを備え、上記高反射層は、タッチパネルの検出領域に配置されるセンサ
電極として機能するように形成されており、上記配線層および上記電極パッドは、上記タ
ッチパネルの非検出領域に配置されるように形成されており、上記ブラック層は、少なく
とも上記タッチパネルの上記検出領域に配置されるように形成されていることを特徴とす
る視差バリア部材を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、視差バリア部材の高反射層がタッチパネルのセンサ電極として機能す
ることから、立体映像表示装置とした際に、タッチパネル機能を付与することができる。
また、本発明の視差バリア部材は、タッチパネルの少なくとも一部を構成することができ
るため、立体映像表示装置の厚みを薄くすることができる。
【０００９】
　上記発明においては、上記高反射層、上記配線層および上記電極パッドは、同一材料を
含むことが好ましい。高反射層、配線層および電極パッドを同時に形成することができる
ため、製造コストを削減することができるからである。
【００１０】
　本発明は、視差バリア部材と、タッチパネルと、透過型表示素子とを備える立体映像表
示装置であって、上記視差バリア部材は、上述した視差バリア部材であり、上記タッチパ
ネルの少なくとも一部を構成することを特徴とする立体映像表示装置を提供する。
【００１１】
　本発明によれば、上述した視差バリア部材を有することにより、タッチパネルの少なく
とも一部を構成することができるため、立体映像表示装置の厚みを薄くすることができる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の視差バリア部材は、立体映像表示装置にタッチパネル機能を付与することがで
きるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の視差バリア部材の一例を示す概略平面図および概略断面図である。
【図２】本発明の視差バリア部材を用いたタッチパネルの一例を示す概略斜視図である。
【図３】本発明の視差バリア部材の他の例を示す概略平面図である。
【図４】本発明の視差バリア部材を用いたタッチパネルの他の例を示す概略平面図および
概略断面図である。
【図５】本発明の立体映像表示装置の一例を示す概略断面図である。
【図６】本発明の立体映像表示装置について説明する模式図である。
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【図７】本発明の視差バリア部材を用いたタッチパネルの他の例を示す概略平面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の視差バリア部材および立体映像表示装置の詳細を説明する。
【００１５】
Ａ．視差バリア部材
　本発明の視差バリア部材は、立体映像表示装置に用いられる視差バリア部材であって、
基材と、上記基材上に形成されたブラック層と、上記基材上に形成され、金属を含む高反
射層と、上記基材上に形成され、上記高反射層と電気的に接続された配線層および電極パ
ッドとを備え、上記高反射層は、タッチパネルの検出領域に配置されるセンサ電極として
機能するように形成されており、上記配線層および上記電極パッドは、上記タッチパネル
の非検出領域に配置されるように形成されており、上記ブラック層は、少なくとも上記タ
ッチパネルの上記検出領域に配置されるように形成されていることを特徴とする。
【００１６】
　ここで、「タッチパネルの検出領域」とは、タッチパネルにおいて操作者からの入力情
報を検出する領域をいう。タッチパネルの検出領域は、本発明の視差バリア部材を含むタ
ッチパネルを、立体映像表示装置に用いた際に、立体映像表示装置の画面表示領域を含む
領域に配置される。また、「タッチパネルの非検出領域」とは、タッチパネルにおいて上
述した検出領域以外の領域をいう。タッチパネルの非検出領域は、本発明の視差バリア部
材を含むタッチパネルを、立体映像表示装置に用いた際に、立体映像表示装置の画面表示
領域の外側の領域（例えば、額縁領域）に配置される。
【００１７】
　本発明の視差バリア部材について図を用いて説明する。図１（ａ）は本発明の視差バリ
ア部材の一例を示す概略平面図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ－Ａ線断面図である
。図１（ａ）、（ｂ）に示される視差バリア部材１０は、基材１と、基材１上に形成され
たブラック層２と、基材１上に形成され、金属を含む高反射層３と、基材１上に形成され
、高反射層３と電気的に接続された配線層４および電極パッド５とを備える。高反射層３
は、タッチパネルの検出領域Ｐに配置されるセンサ電極２１として機能するように形成さ
れている。配線層４および電極パッド５は、タッチパネルの非検出領域Ｑに配置されるよ
うに形成されている。ブラック層２は、少なくともタッチパネルの検出領域Ｐに配置され
るように形成されている。視差バリア部材１０は、透過領域Ｒ１と遮光領域Ｒ２とを有す
る。透過領域Ｒ１および遮光領域Ｒ２は、通常、立体映像表示装置の表示領域に配置され
る。ブラック層２および高反射層３は、通常、遮光領域Ｒ２に配置され、透過領域Ｒ１に
は配置されない。なお、図１（ａ）は、視差バリア部材１０をブラック層３側から見た平
面図である。
【００１８】
　図２は本発明の視差バリア部材を用いたタッチパネルの一例を示す概略斜視図である。
図２に示されるように、視差バリア部材１０は、少なくともタッチパネル２０の一部を構
成する。例えば、視差バリア部材１０は高反射層３をセンサ電極２１とし、立体映像表示
装置の他の部材（図２においては、透過型表示素子の対向基材３４）に形成された第２セ
ンサ電極２２とともに用いることで、タッチパネル２０を構成することができる。図２に
示されるタッチパネル２０は、投影型静電容量方式のタッチパネルであり、センサ電極２
１として第１電極２１ａを有し、第２センサ電極２２として第２電極２２ａを有している
。対向基材３４上には、第２電極２２ａと接続された第２配線層２４および第２電極パッ
ド２５がさらに形成されている。第２電極２２ａはタッチパネル２０の検出領域Ｐに配置
されるように形成されている。第２配線層２４および第２電極パッド２５はタッチパネル
２０の非検出領域Ｑに配置されるように形成されている。
【００１９】
　図３は、本発明の視差バリア部材の他の例を示す概略平面図であり、図４（ａ）～（ｃ
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）は図３に示される視差バリア部材から構成されるタッチパネルの例を示す概略平面図お
よび概略断面図である。図４（ａ）は図３のＡ部分に相当し、図４（ｂ）は図４（ａ）の
Ａ－Ａ線断面図であり、図４（ｃ）は図４（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。図３および図
４に示されるように、視差バリア部材１０は、透過領域Ｒ１に配置され、基材１上に形成
された透明導電層等から構成される第２センサ電極２２をさらに有していても良い。図３
および図４に示される視差バリア部材１０は、高反射層３が、第１電極２１ａおよび第１
電極２１ａを接続する第１接続部２１ｂを有するセンサ電極２１として機能する。また、
視差バリア部材１０は、第２電極２２ａおよび第２電極２２ａを接続する第２接続部２２
ｂを有する第２センサ電極２２をさらに有する。第２接続部２２ｂは絶縁層２３を介して
第１接続部２１ｂ上に配置されている。視差バリア部材１０は、通常、基材１上に形成さ
れ、第２センサ電極２２と電気的に接続された第２配線層２４および第２電極パッド２５
をさらに有する。図３に示される視差バリア部材１０は、それ自体が図４に示されるタッ
チパネル２０を構成する。なお、図３および図４において説明していない事項については
、上述した図１、２で説明した内容と同様とすることができるため、ここでの説明は省略
する。
【００２０】
　本発明の視差バリア部材は、立体映像表示装置に用いられる。図５（ａ）は立体映像表
示装置の一例を示す概略断面図であり、図５（ｂ）は図５（ａ）における視差バリア部材
およびバックライトの拡大図である。図５に示される立体映像表示装置１００は、視差バ
リア部材１０と、タッチパネル２０と、透過型表示素子３０とを備える。立体映像表示装
置１００は、通常、視差バリア部材１０の透過型表示素子３０側とは反対側にバックライ
ト４０を備える。視差バリア部材１０と透過型表示素子３０とは、通常、接着層５０を用
いて貼合される。
　図５（ａ）に示される透過型表示素子３０は、透明基材３１、ならびに透明基材３１上
に形成された着色部３２（赤色着色部３２Ｒ、緑色着色部３２Ｇ、青色着色部３２Ｂ）お
よび加飾部３３、を有するカラーフィルタ基材と、対向基材３４と、カラーフィルタ基材
および対向基材３４の間に形成された液晶層３５とを少なくとも有する透過型液晶表示素
子である。タッチパネル２０は、高反射層３（センサ電極２１）と、対向基材３４に形成
された第２センサ電極２２とから構成される。
【００２１】
　立体映像表示装置において、視差バリア部材の高反射層は、以下のような機能を有する
。図５（ｂ）に示されるように、視差バリア部材１０は、通常、バックライト４０側に高
反射層３が配置され、バックライト４０側とは反対側（観察者側）にブラック層２が配置
される。すなわち、図５（ｂ）においては、バックライト４０側から観察者側に向かって
、基材１、高反射層３およびブラック層２の順に積層するように、視差バリア部材１０が
配置される。視差バリア部材１０において、高反射層３は、バックライト４０から遮光領
域Ｒ２に向かう光Ｌ１を反射する。高反射層３で反射された光Ｌ１は、再度バックライト
４０に配置された反射板４１等で反射される。反射板２１で反射された光Ｌ２は、透過領
域Ｒ１に向かうことができるようになる。そのため、光Ｌ２は、バックライト４０から直
接、透過領域Ｒ１に向かう光Ｌ３とともに映像の表示に寄与することができる。
【００２２】
　立体映像表示装置を用いた三次元表示方法について図を用いて説明する。図６は立体映
像表示装置を用いた三次元表示の方法の一例を示す模式図である。図６に示される立体映
像表示装置１００は、視差バリア部材１０と、バックライト４０と、透過型表示素子３０
と、を備える。透過型表示素子３０は、通常、右目用画素３７と、左目用画素３８とを有
する。視差バリア部材１０は、バックライト４０から観察者Ｏ側に向かう光を、透過領域
Ｒ１で透過し、遮光領域Ｒ２で遮光する。これにより、バックライト４０からの上記光は
、右目用の光と左目用の光とに分離される。右目用の光は、右目用画素３７を透過して観
察者Ｏの右目（Ｅreight）に向かい、左目用の光は、左目用画素３８を透過して観察者Ｏ
の左目（Ｅleft）に向かう。このようにして、観察者Ｏは、左目と右目とで異なる視差画
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像を見ることになるため、映像を立体的に認識することができる。
【００２３】
　本発明によれば、視差バリア部材の高反射層がタッチパネルのセンサ電極として機能す
ることから、立体映像表示装置とした際に、タッチパネル機能を付与することができる。
また、本発明の視差バリア部材は、タッチパネルの少なくとも一部を構成することができ
るため、立体映像表示装置の厚みを薄くすることができる。
　以下、本発明の立体映像表示装置における各構成について説明する。
【００２４】
１．高反射層
　本発明における高反射層は、基材上に形成され、金属を含む。高反射層は、タッチパネ
ルの検出領域に配置されるセンサ電極として機能するように形成されている。
【００２５】
（１）センサ電極
　本発明における高反射層は、タッチパネルの検出領域に配置されるセンサ電極として機
能する。タッチパネルのセンサ電極は、タッチパネルの位置検知を行うために用いられる
部材である。
【００２６】
　本発明において適用されるセンサ電極は、タッチパネルの方式に応じて適宜選択される
。例えば、図２および図４（ａ）に示されるように、一方向に接続されたセンサ電極２１
であっても良く、図７に示されるように、個々のセンサ電極２６が接続部２７を用いてそ
れぞれの配線層４および電極パッド５と接続されていても良い。なお、図７は、本発明の
視差バリア部材１０を用いたタッチパネル２０の他の例を示す概略平面図である。また、
図７は視差バリア部材１０をブラック層３の形成面側とは反対側から見た平面図である。
【００２７】
　センサ電極としては、投影型静電容量方式のタッチパネルのセンサ電極であることが好
ましい。上記センサ電極は、Ｘ方向またはＸ方向と交差するＹ方向の一方に接続され駆動
電極として機能する第２電極、またはＸ方向またはＹ方向の他方に接続され検出電極とし
て機能する第１電極を有する。また、上記センサ電極は、第１電極および第２電極を有し
ていても良い。さらにまた、センサ電極は、複数の第１電極を接続する第１接続部をさら
に有していても良く、複数の第２電極を接続する第２接続部をさらに有していても良い。
　上記センサ電極による位置検知が行われる原理は、次の通りである。すなわち、複数の
第１電極が、各行毎にＹ方向に接続され、複数の第２電極が、各列毎にＸ方向に接続され
ているタッチパネルにおいては、第１電極が検出電極として機能し、第２電極が駆動電極
として機能する。そのため、例えば、第２電極に駆動電圧が印加されることにより、第１
電極および第２電極の間に静電容量が形成される。このようにして静電容量が形成された
面に指等が接触すると、指と接触した面との間に静電容量が形成されることになり、第１
電極および第２電極間に形成された静電容量が大きく変化する。この変化を検出すること
により、指が接触した位置検知を行うことが可能となる。なお、ここでは、第１電極がＹ
方向に接続された検出電極であり、第２電極がＸ方向に接続された駆動電極である例につ
いて説明しているが、第１電極がＸ方向に接続された検出電極であり、第２電極がＹ方向
に接続された駆動電極であっても良い。
【００２８】
　本発明において適用されるセンサ電極が、投影型静電容量方式のセンサ電極である場合
、高反射層は、投影型静電容量方式のタッチパネルのセンサ電極の第１電極および第２電
極の少なくとも一方として機能する。すなわち、高反射層は、Ｘ方向またはＸ方向と交差
するＹ方向の一方に接続され駆動電極として機能する第２電極、またはＸ方向またはＹ方
向の他方に接続され検出電極として機能する第１電極として用いられる。また、高反射層
は、タッチパネルの層構成に応じて、上記第１電極および第２電極として用いられる。
【００２９】
　センサ電極のパターンは、タッチパネルを構成することができれば特に限定されず、視
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差バリア部材の透過領域および遮光領域のパターンに応じて適宜選択することができる。
センサ電極のパターンは、高反射層として機能しない領域をさらに有していても良い。
【００３０】
（２）高反射層のパターン
　本発明における高反射層は、視差バリア部材において、遮光領域に配置され、透明領域
には配置されない。そのため、高反射層は、通常、視差バリア部材の遮光領域に沿ってパ
ターン状に形成される。
　視差バリア部材における遮光領域のパターンとしては、右目用画素および左目用画素の
配列に応じて適宜選択され、特に限定されないが、例えば、ストライプ状、格子状、市松
模様、千鳥格子等を挙げることができる。遮光領域のパターンのサイズは、右目用画素お
よび左目用画素のサイズ、表示装置および観察者の距離等に応じて適宜選択される。右目
用画素および左目用画素のサイズは、例えば、１０μｍ～５００μｍの範囲内であること
が好ましいことから、遮光領域のパターンのサイズは上記範囲内で調整されることが好ま
しい。なお、視差バリア部材における透過領域および遮光領域は、通常、立体映像表示装
置の表示領域に配置される。
【００３１】
　高反射層は、遮光領域に配置され、かつ、上述したセンサ電極としての機能を有するよ
うに、基材上にパターン状に形成される。高反射層のパターンの一例としては、遮光領域
のパターンと同一のパターンが挙げられる。この場合、遮光領域のパターンが、タッチパ
ネルの第１電極または第２電極のパターンとして用いられる。具体的には、図１（ａ）に
示されるストライプ状を挙げることができる。高反射層のパターンの他の例としては、遮
光領域のパターンの間に連結部が設けられたパターンが挙げられる。この場合、遮光領域
のパターンがタッチパネルの第１電極または第２電極のパターンとして用いられ、連結部
が第１接続部または第２接続部のパターンとして用いられる。具体的には、図４（ａ）に
示されるように遮光領域のパターンである千鳥模様のパターンと、千鳥模様の間の連結す
る連結部（図４（ａ）中、２１ｂ）を有するパターンを挙げることができる。
【００３２】
　また、高反射層のパターンの他の例としては、全体的または大局的に見た形状が遮光領
域のパターン形状となるように、複数の高反射層を有するパターンを挙げることができる
。一例としては、図７に示されるように、ストライプ状の遮光領域Ｒ２に、複数の高反射
層３が形成されているパターンを挙げることができる。
【００３３】
（３）高反射層
　高反射層は、基材上に他の層を介して形成されていても良く、基材上に、直接、形成さ
れていても良い。
【００３４】
　高反射層の反射率は、バックライトの光の利用効率を高くすることができれば特に限定
されないが、９４％以上であることが好ましく、中でも９５％以上であることが好ましく
、特に９６％以上であることが好ましい。
　高反射層の反射率が低いと、バックライトの光の利用効率を十分に向上させることが困
難となる可能性があるからである。
　高反射層の反射率は、分光測色計（コニカミノルタ（株）製「ＣＭ－２６００ｄ」）を
用いて測定波長３６０ｎｍ～７４０ｎｍの範囲内で分光反射率を測定したときの、各波長
における反射率の平均値として特定される反射率である。測定は、ＳＣＩ（正反射光込み
）方式で、ＪＩＳ　Ｚ８７２２の幾何条件ｃ（ｄｉ：８°）にて行えばよい。
【００３５】
　高反射層は金属を含む。高反射層に用いられる金属は、例えば、金、銀、銅、アルミニ
ウム、およびクロムの少なくともいずれかを含むことが好ましい。また、高反射層に用い
られる金属は、銀合金、アルミニウム合金であっても良い。
【００３６】
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　本発明においては、中でも、高反射層が純銀または銀を主成分とする銀合金であること
が好ましい。高反射層の反射率を高くすることができるからである。なお、本明細書にお
いて、純銀とは、銀を９９．９質量％以上含有する金属をいう。本明細書においては、銀
の中に、不可避的に他の金属等の不純物が含まれる場合についても純銀として扱うものと
する。また、銀を主成分とする合金（銀合金）とは、構成金属中に占める銀の質量比が最
も多い合金をいう。銀の含有量は、通常、５０質量％以上であり、７０質量％以上である
ことが好ましく、８０質量％以上であることが好ましい。また、銀の含有量としては、通
常、９９．９質量％より小さく、９５質量％以下であっても良い。
【００３７】
　高反射層の厚みは、高反射層に所定の反射率を付与することができれば特に限定されな
いが、例えば、７００ｎｍ以下であることが好ましく、６００ｎｍ以下であることが好ま
しく、５００ｎｍ以下であることが特に好ましい。また、高反射層の厚みは、１５０ｎｍ
以上であることが好ましく、２００ｎｍ以上であることがより好ましく、２５０ｎｍ以上
であることが特に好ましい。高反射層の厚みが薄すぎる場合は、十分な反射特性を示すこ
とが困難となる可能性があるからである。また、高反射層の厚みが厚すぎる場合は、高反
射層に割れ、剥がれが生じやすくなる可能性があるからである。また、高反射層の厚みを
一定以上厚くしても、得られる反射率は変わらない傾向にあるため、材料のロスが大きく
なる可能性があるからである。
　高反射層の厚みは、一般的な測定方法により測定することができる。厚みの測定方法と
しては、例えば、触針で表面をなぞり凹凸を検出することによって厚みを算出する触針式
の方法や、分光反射スペクトルに基づいて厚みを算出する光学式の方法等を挙げることが
できる。具体的には、ケーエルエー・テンコール株式会社製の触針式膜厚計Ｐ－１５を用
いて厚みを測定することができる。なお、厚みとして、高反射層の複数箇所における厚み
測定結果の平均値（平均厚み）が用いられてもよい。
【００３８】
　高反射層の形成方法としては、例えば、基材と、基材上の全面に形成された金属層とを
有する金属層付基材を準備し、金属層をパターン状にエッチングする方法が挙げられる。
金属層付基材は、透明基材上に金属層を形成して準備しても良く、金属層付基材を購入し
て準備しても良い。金属層の形成方法としては、公知の方法を挙げることができ、例えば
、スパッタリング法、真空蒸着法等の物理的蒸着法を用いることが好ましい。金属層を所
定のパターン状にエッチングする方法としては、例えば、フォトリソグラフィー法を用い
たエッチング法を挙げることができる。具体的には、金属層上に感光性樹脂組成物を塗布
してレジスト層を形成した後、フォトマスクを用いてレジスト層をパターン状に露光し、
現像することによりパターンレジスト層を形成する。次にパターンレジスト層をマスクと
して用いて、金属層をエッチングすることにより、金属層を所定のパターン状に形成する
。レジスト層の形成方法、露光方法および現像方法については、一般的なフォトリソグラ
フィー法に用いられる方法と同様とすることができる。金属層のエッチング方法としては
、ドライエッチングであっても良く、ウェットエッチングであっても良いが、ウェットエ
ッチングであることが好ましい。エッチング液としては、金属層の種類に応じて適宜選択
される。具体的なエッチング液については、公知のものを用いることができる。
【００３９】
　高反射層は、後述する配線層および電極パッドと同時に形成することが好ましい。すな
わち、高反射層、配線層および電極パッドは、同一材料を含むことが好ましい。視差バリ
ア部材の製造工程数を少なくすることができ、製造コストを削減することができるからで
ある。
【００４０】
２．ブラック層
　本発明におけるブラック層は、基材上に形成される。ブラック層は、観察者側からの外
光が高反射層の表面で反射することによる立体映像表示装置のコントラスト低下を抑制す
る機能を有する。また、ブラック層は、立体映像表示装置において遮光領域に配置され、
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高反射層とともに遮光領域に遮光性を付与することで、バックライトからの光を右目用の
光と左目用の光とに分離する機能を有する。
【００４１】
　ブラック層は、立体映像表示装置において、高反射層よりも観察者側に配置される。ブ
ラック層は、通常、基材の高反射層の形成面側に形成されるが、高反射層の形成面側とは
反対側に形成されても良い。ブラック層が基材の高反射層の形成面側に形成される場合は
、基材、高反射層およびブラック層の順に積層されて形成される。
【００４２】
　ブラック層は、通常、立体映像表示装置の表示領域に配置される。また、本発明におい
ては、ブラック層は、少なくとも高反射層が配置された領域に配置されることが好ましい
。また、ブラック層は、タッチパネルの検出領域に形成されていることが好ましい。
【００４３】
　ブラック層は、例えば図１（ａ）に示されるように、タッチパネルの検出領域Ｐのみに
配置されるように形成されていても良く、図７に示されるように、タッチパネルの検出領
域Ｐおよび非検出領域Ｑに配置されるように形成されていても良い。なお、ブラック層が
タッチパネルの非検出領域に配置される場合は、電極パッドの形成領域にはブラック層が
形成されないことが好ましい。また、本発明においては、ブラック層が、高反射層および
配線層を被覆するように形成されていることが好ましい。ブラック層を用いて、高反射層
および配線層の腐食を抑制することができるからである。
【００４４】
　ブラック層用材料としては、所望の遮光性を有するものであれば特に限定されず、例え
ば、カーボンブラック、チタンブラック等の黒色着色材を含有する樹脂組成物等が挙げら
れる。この樹脂組成物に用いられる樹脂としては、例えば、アクリレート系、メタクリレ
ート系、桂皮酸系、もしくは環化ゴム系等の光反応性二重結合基を有する感光性樹脂が使
用される。
【００４５】
　ブラック層の厚みは、立体映像表示装置の用途に応じて適宜選択することができ、特に
限定されないが、例えば、０．５μｍ～３μｍの範囲内であることが好ましい。
【００４６】
　ブラック層の反射率は、通常、高反射層の反射率よりも低い。ブラック層の反射率は、
例えば、５％以下であり、３％以下であることがより好ましく、２％以下であることが特
に好ましい。ブラック層の反射率の測定方法は、上述した「１．高反射層」の項に記載し
た測定方法と同様とすることができる。
【００４７】
　ブラック層および高反射層の積層体のＯＤ値（光学濃度）としては、例えば、２以上で
あることが好ましい。上記光学濃度は、例えば、分光測色計によりＣ光源を用いて測色し
、分光のＹ値から光学濃度を算出することができる。分光測色計としては、ＯＬＹＭＰＵ
Ｓ（株）製、分光測色計を用いることができる。
【００４８】
　ブラック層は、通常、遮光領域に形成され、透過領域には形成されない。ブラック層は
、通常、上述した「１．高反射層」の項で説明した遮光領域のパターンと同一のパターン
を有する。また、ブラック層のパターンと高反射層のパターンとが同一のパターンである
場合、ブラック層と高反射層との幅の差は、片側で３μｍ以下であることが好ましい。ブ
ラック層と高反射層との幅の差とは、視差バリア部材の基材表面に対して垂直な断面にお
ける高反射層の端部と、上記端部に近いブラック層の端部との間の距離をいう。具体的に
は、図５（ｂ）中、ｘ１で示される距離をいう。
【００４９】
　ブラック層の形成方法としては、ブラック層を所定のパターン状に形成することができ
れば特に限定されず、公知の樹脂層の形成方法を用いることができる。例えば、遮光材料
および感光性樹脂組成物を有するブラック層の材料を、露光工程および現像工程を含むフ
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ォトリソグラフィー法を用いてパターニングすることによって形成することができる。
【００５０】
３．配線層および電極パッド
　本発明における配線層および電極パッドは、基材上に形成され、高反射層と電気的に接
続されている。また、配線層および電極パッドは、タッチパネルの非検出領域に配置され
るように形成されている。配線層および電極パッドは、通常、基材の高反射層の形成面側
に形成される。
【００５１】
　配線層および電極パッドの材料としては、導電性を有していていれば特に限定されず、
一般的な電極材料を用いることができる。本発明においては、配線層および電極パッドが
高反射層と同一材料を含むことが好ましい。
　配線層の線幅、電極パッドの形状および大きさについては、視差バリア部材の用途等に
応じて適宜選択することができる。
【００５２】
４．基材
　本発明における基材は、ブラック層、高反射層、配線層および電極パッドを支持する。
　基材としては、通常、透明基材が用いられる。ここで、「透明」とは、特段の事情が無
い限り、立体映像表示装置においてバックライト光からの光を透過させ、観察者から認識
される表示を行なうことが可能な程度の透明性をいう。したがって、「透明」は、無色透
明、および映像表示を妨げない程度の有色透明を含む。また、透明基材は、通常、後述す
る露光光に対して、ブラック組成物層をパターン状に露光可能な程度の透過性を有する。
【００５３】
　バックライトの光の利用効率を高くする観点からは、透明基材の全光線透過率は高いこ
とが好ましい。透明基材の全光線透過率は、具体的には、８０％以上であることが好まし
く、９０％以上であることがより好ましい。全光線透過率は、ＪＩＳ  Ｋ－７３６１－１
に準拠して算出される値である。
【００５４】
　透明基材の材料としては、一般的な表示装置に用いられる透明基材の材料を挙げること
ができる。具体的には、石英ガラス、パイレックス（登録商標）ガラス、合成石英板等の
可撓性のない無機基材、および、透明樹脂フィルム、光学用樹脂板等の可撓性を有する樹
脂基材等が挙げられる。中でも無機基材を用いることが好ましく、無機基材の中でもガラ
ス基材を用いることが好ましい。さらには、ガラス基材の中でも無アルカリタイプのガラ
ス基材を用いることが好ましい。寸法安定性に優れるからである。
【００５５】
　透明基材の厚みとしては、立体映像表示装置の用途に応じて適宜調整され、特に限定さ
れない。透明基材の厚みは、例えば、０．１μｍ～１ｍｍの範囲内であり、中でも０．１
ｍｍ～０．５ｍｍの範囲内であることが好ましい。
【００５６】
５．その他の構成
　本発明の視差バリア部材は、上述した基材、ブラック層、高反射層、配線層および電極
パッドを有していれば特に限定されず、必要な構成を適宜選択して追加することができる
。
【００５７】
（１）タッチパネル用機能層
　本発明の視差バリア部材は、タッチパネル用機能層をさらに有していても良い。タッチ
パネル用機能層を有することにより、視差バリア部材にタッチパネル機能を付与すること
ができる。言い換えると、視差バリア部材自体を、タッチパネルとすることができる。タ
ッチパネル用機能層としては、例えば、図４に示されるセンサ電極２２（第２電極２２ａ
および第２接続部２２ｂ）、絶縁層２３、第２配線層２４、および第２電極パッド２５等
を挙げることができる。図７に示される透過領域Ｒ１に配置されるセンサ電極２６、接続



(11) JP 2017-194819 A 2017.10.26

10

20

30

40

50

部２７、およびこれらと接続された配線層４、および電極パッド５等を挙げることができ
る。
【００５８】
　第２センサ電極としては、透過領域における透明性を損なわないものであれば特に限定
されず、例えば、透明性を有する透明導電層、細線によるメッシュ状のメッシュ電極等を
挙げることができる。第２センサ電極が細線によるメッシュ状のメッシュ電極である場合
、センサ電極に用いられる材料が不透明な金属材料であったとしても、見かけ上透明とす
ることが可能である。
【００５９】
　第２センサ電極のパターンについては、上述した高反射層のパターンに合わせて適宜調
整される。
【００６０】
　本発明における第２センサ電極が透明導電層である場合、透明導電層の厚み等について
は、本発明の視差バリア部材の用途に応じて適宜調整することができ、一般的なセンサ電
極に用いられる透明導電層と同様とすることができるため、ここでの記載は省略する。
　また、本発明におけるセンサ電極がメッシュ電極である場合、メッシュ電極の厚み、線
幅、ピッチおよび開口率等については、本発明の視差バリア部材の用途に応じて適宜調整
することができ、一般的なセンサ電極に用いられるメッシュ電極と同様とすることができ
るため、ここでの記載は省略する。
【００６１】
　本発明におけるセンサ電極の構成材料は、センサ電極が透明電極層である場合、例えば
、酸化スズ、ＩＴＯと称される酸化インジウムスズ、ＩＺＯと称される酸化インジウム亜
鉛等の透明導電材料等を用いることができる。
　また、本発明におけるセンサ電極が不透明な金属材料により構成されたメッシュ電極で
ある場合、金属材料には、例えば、銀、金、銅、クロム、プラチナ、アルミニウムの単体
、あるいはこれらのいずれかを主体とする合金等が挙げられる。金属合金としては、銀、
パラジウム、銅の合金等を用いることができる。さらに、金属の複合体としては、モリブ
デン、アルミニウム、モリブデンの３層構造体等も適用可能である。さらに、例えばＰＥ
ＤＯＴ等の樹脂層形成用組成物に上記金属を加えた導電性高分子を用いることもできる。
【００６２】
　絶縁層としては、絶縁性および透明性を有していれば特に限定されず、一般的なタッチ
パネルの絶縁層を用いることができる。例えば、無機材料層、透明樹脂層等が挙げられる
。
【００６３】
（２）密着層
　本発明におけるパターン基材は、必要に応じて、基材および金属層の間に密着層が形成
されていても良い。例えば、基材の材料としてガラス材料を用い、高反射層の材料として
銀を含む材料を用いる場合に、密着層を有することにより、基材および高反射層の密着性
を高くすることができるからである。
【００６４】
　密着層の材料としては、例えば、インジウム系酸化物を挙げることができる。具体的に
は、インジウム系酸化物とは、少なくともＩｎ元素およびＯ元素を含む化合物であり、Ｉ
ｎ元素およびＯ元素のみを含んでいても良く、さらに、Ｓｎ元素、Ｚｎ元素等の他の元素
を含んでいても良い。インジウム系酸化物としては、例えば、酸化インジウム、酸化イン
ジウム錫（ＩＴＯ（Indium Tin Oxide））、インジウム酸化亜鉛（ＩＺＯ（Indium Zinc 
Oxide））、本発明においては、中でも、インジウム系酸化物は、ＩＴＯ、ＩＺＯである
ことが好ましく、ＩＺＯであることが特に好ましい。ＩＺＯは良好な透明性を示し、ガラ
ス基材および高反射層の密着性を良好にすることができるからである。
【００６５】
　密着層の厚みは、ガラス基材および高反射層の密着層を高くすることができれば特に限
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定されないが、例えば、１ｎｍ以上、１０ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、中で
も２ｎｍ以上、７ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、特に３ｎｍ以上、５ｎｍ以下
の範囲内であることが好ましい。密着層の厚みが厚すぎる場合は、高反射層の反射特性が
低下する可能性があるからである。一方、密着層の厚みが薄すぎる場合は、ガラス基材お
よび高反射層の密着性を十分に図ることが困難となる可能性があるからである。
　密着層の厚みは、上述した「１．高反射層」の項で説明した測定方法を用いて測定する
ことができる。密着層の厚みは、平均厚みであっても良い。
【００６６】
　密着層は、通常、高反射層の反射特性を阻害しない程度に透明性を有する。密着層の透
過率は、例えば、９７％以上であり、９８％以上であることが好ましく、９９%以上であ
ることがより好ましい。密着層の透過率は、例えば、分光光度計（大塚電子（株）製「Ｌ
ＣＦシリーズ」）を用いて、ガラス基材のみでの測定値を１００％として、Ｃ光源を用い
て測定波長３８０ｎｍ～７８０ｎｍの範囲内で測定した分光透過率から算出したＸＹＺ色
度系の輝度Ｙであり、密着層を形成したガラス基材を測定する形で相対的な透過率として
規定できる。
【００６７】
　密着層は、通常、高反射層が形成された領域に形成される。すなわち、密着層は、通常
、高反射層と同一のパターンを有するように形成される。
【００６８】
　密着層の形成方法としては、特に限定されないが、上述した高反射層と同時に形成する
方法を用いることが好ましい。具体的には、基材上の全面に密着層および金属層が形成さ
れた金属層付基材を準備し、フォトリソグラフィー法を用いて金属層上にパターンレジス
ト層を形成した後、密着層および高反射層を同時にエッチングする方法を用いることが好
ましい。密着層の形成方法については、上述した金属層の形成方法の内容と同様とするこ
とができる。銀を含む高反射層およびインジウム系酸化物を含む密着層を同時にエッチン
グする方法としては、例えば、燐酸、硝酸、酢酸、水を４：１：４：４の割合で配合して
なる燐硝酢酸（水）をエッチング液として用いたウェットエッチング法を挙げることがで
きる。
【００６９】
（３）その他の構成
　本発明の視差バリア部材は、上述した構成以外に、例えば、オーバーコート層等をさら
に有していても良い。
【００７０】
６．視差バリア部材
　本発明の視差バリア部材は、タッチパネルの少なくとも一部を構成する。視差バリア部
材は、他の部材に形成された第２センサ電極とともに用いることで、１つのタッチパネル
を構成する部材であっても良く、視差バリア部材自体が１つのタッチパネルを構成しても
良い。
【００７１】
　本発明の視差バリア部材は、立体映像表示装置に用いられる。本発明の視差バリア部材
を用いた立体映像表示装置については、後述する「Ｂ．立体映像表示装置」の項で説明す
る。
【００７２】
Ｂ．立体映像表示装置
　本発明の立体映像表示装置は、視差バリア部材と、タッチパネルと、透過型表示素子と
を備える立体映像表示装置であって、上記視差バリア部材は、「Ａ．視差バリア部材」に
記載の視差バリア部材であり、上記タッチパネルの少なくとも一部を構成することを特徴
とする。
【００７３】
　図５は、本発明の立体映像表示装置の一例を示す概略断面図である。なお、図５の詳細
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については、上述した「Ａ．視差バリア部材」の項で説明したため、ここでの説明は省略
する。
【００７４】
　本発明によれば、上述した視差バリア部材を有することにより、タッチパネルの少なく
とも一部を構成することができるため、立体映像表示装置の厚みを薄くすることができる
。
　以下、本発明の立体映像表示装置における各構成について説明する。
【００７５】
１．視差バリア部材
　本発明における視差バリア部材は、透過型表示素子と、バックライトとの間に配置され
る。また、視差バリア部材は、通常、ブラック層側が透過型表示素子側に配置され、高反
射層側がバックライト側に配置される。
　視差バリア部材の詳細については、上述した「Ａ．視差バリア部材」の項で説明した内
容と同様とすることができるため、ここでの説明は省略する。
【００７６】
２．タッチパネル
　本発明におけるタッチパネルは、少なくとも一部が、上述した視差バリア部材から構成
される。タッチパネルは、視差バリア部材のみから構成されていても良く、視差バリア部
材と、他の部材とから構成されていても良い。タッチパネルが視差バリア部材のみから構
成される場合、視差バリア部材は、上述した「Ａ．視差バリア部材」の項で説明したタッ
チパネル用機能層をさらに有している。一方、タッチパネルが、視差バリア部材と他の部
材とから構成される場合は、他の部材上にタッチパネル用機能層が形成される。
　他の部材としては、立体映像表示装置に用いられる部材から適宜選択することができ、
例えば、透過型表示素子の表示パネルを構成するカラーフィルタ基材、対向基材、表示パ
ネルの外部に配置される偏光板が挙げられる。また、バックライトおよび視差バリア部材
の間に配置される拡散フィルム等の光学基材等が挙げられる。本発明における他の部材と
しては、透過型表示素子の表示パネルを構成するカラーフィルタ基材または対向基材であ
ることが好ましく、対向基材であることが特に好ましい。タッチパネル用機能層を形成し
やすく、表示品質が良好な立体映像表示装置とすることができるからである。
【００７７】
３．透過型表示素子
　本発明における透過型表示素子としては、右目用の画像と左目用の画像とを表示するこ
とが可能なものであれば特に限定されず、典型的には、透過型液晶表示素子が挙げられる
。透過型液晶表示素子は、通常、液晶層を有する液晶パネルを少なくとも有する。透過型
液晶表示素子に用いられる液晶パネルとしては、一般的な透過型液晶表示装置に用いられ
るものを挙げることができる。液晶パネルは、例えば、カラーフィルタ基材および対向基
材を有していても良い。また、対向基材はＴＦＴ基材であっても良い。
　本発明においては、液晶パネル中に、タッチパネル用機能層が配置されていても良い。
【００７８】
　透過型表示素子は、例えば、液晶パネルの観察者側およびバックライト側の少なくとも
いずれか一方に配置された偏光板をさらに有していても良い。
　透過型表示素子は、通常、バックライト側の面が視差バリア部材と貼合される。
【００７９】
４．バックライト
　バックライトとしては、一般的な透過型液晶表示装置に用いられるバックライトとして
公知のものを挙げることができる。
【００８０】
５．立体映像表示装置
　本発明の立体映像表示装置は、上述した視差バリア部材、タッチパネル、透過型表示素
子およびバックライトを有していれば特に限定されず、必要な構成を適宜選択して追加す
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ることができる。具体的には、加飾部材、前面板等を挙げることができる。
【００８１】
　本発明の立体映像表示装置の用途としては、特に限定されず、例えば、携帯電話、タブ
レット端末、ゲーム機等を挙げることができる。
【００８２】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００８３】
　以下、実施例および比較例を挙げて、本発明をさらに説明する。
【００８４】
［実施例］
［視差バリア部材の作製］
＜高反射層、配線層および電極パッドの作製＞
　ガラス基材を準備した。次に、スパッタリング法を用いてガラス基材上に密着層として
ＩＺＯ層（厚み：３ｎｍ）を形成した。次に、スパッタリング法を用いて、ＩＺＯ層上に
、銀合金（銀、パラジウム、銅を含む銀合金層、厚み５００ｎｍ）を形成した。次に、感
光性樹脂組成物を用いたフォトリソグラフィー法により、銀合金層上に、図２に示される
高反射層３、配線層４および電極パッド５に対応するパターンを有するレジストを形成し
た。次に、燐酸、硝酸、酢酸、水を４：１：４：４の割合で配合してなる燐硝酢酸（水）
をエッチング液として用いて、ＩＺＯ層および銀合金層をエッチングした。その後、レジ
ストを剥離し、ガラス基材を洗浄した。以上の工程により、タッチパネルの検出領域に配
置されたストライプ状の高反射層と、タッチパネルの非検出領域に配置された配線層およ
び電極パッドを得た。高反射層は、センサ電極として機能するように形成した。
【００８５】
＜ブラック層の作製＞
　ガラス基材の高反射層の形成面側に、カーボンブラックおよび感光性樹脂組成物を含む
ブラック組成物を塗布し、塗膜をパターン状に露光した後、現像することにより、ブラッ
ク層（厚み：約１μｍ程度）を形成した。ブラック層のパターンは、高反射層のパターン
と同一のパターンとした。以上の工程により、視差バリア部材を得た。得られた視差バリ
ア部材の厚みは、約０．２ｍｍであった。
【００８６】
［透過型液晶表示素子の作製］
＜第２センサ電極の作製＞
　ガラス基材を準備した。次に、ガラス基材にスパッタリング法を用いてＩＺＯ層（厚さ
３０ｎｍ）を形成した。次に、感光性樹脂組成物を用いたフォトリソグラフィー法により
、ＩＺＯ層上に、図２に示される第２センサ電極２２、第２配線層２４および第２電極パ
ッド２５に対応するパターンを有するレジストを形成した。次に実施例と同様にして、Ｉ
ＺＯ層をエッチングした。レジストを剥離してガラス基材を洗浄した。以上の工程により
、タッチパネルの検出領域に配置されたストライプ状の第２センサ電極と、タッチパネル
の非検出領域に配置された第２配線層および第２電極パッドを得た。なお、第２センサ電
極は、高反射層（センサ電極）と直交する方向に接続されたものである。
【００８７】
＜ＴＦＴ基材の作製＞
　ガラス基材の第２センサ電極および第２配線層を覆うように、紫外線硬化性樹脂組成物
を塗布し、塗膜に紫外線を照射した。その後、ガラス基材を、２３０℃、１時間加熱して
、上記塗膜を硬化させることにより、絶縁性を有するオーバーコート層（厚み：１．５μ
ｍ）を形成した。得られたオーバーコート層上に、ＴＦＴを形成した。以上の工程により
、ＴＦＴ基材を作製した。
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【００８８】
＜カラーフィルタ基材の作製＞
　ガラス基材を準備した。ガラス基材上にカーボンブラックおよび感光性樹脂組成物を含
む遮光部用組成物を塗布し、塗膜をパターン状に露光した後、現像することにより、格子
状のパターンで構成される遮光部（厚み：１μｍ）を形成した。次に、遮光部が形成され
たガラス基材上に、赤色色材および感光性樹脂組成物を含む赤色着色部用組成物を塗布し
、塗膜をパターン状に露光した後、現像することにより、遮光部の開口部に赤色着色部（
厚み：２．５μｍ）を形成した。次に、遮光部が形成されたガラス基材上に、緑色色材お
よび感光性樹脂組成物を含む緑色着色部用組成物を塗布し、塗膜をパターン状に露光した
後、現像することにより、遮光部の開口部に緑色着色部（厚み：２．５μｍ）を形成した
。次に、遮光部が形成されたガラス基材上に、青色色材および感光性樹脂組成物を含む青
色着色部用組成物を塗布し、塗膜をパターン状に露光した後、現像することにより、遮光
部の開口部に青色着色部（厚み：２．５μｍ）を形成した。以上の工程により、カラーフ
ィルタ基材を得た。
【００８９】
＜柱状スペーサおよび配向膜の作製＞
　カラーフィルタ基材の着色部上に感光性樹脂組成物を塗布し、露光および現像すること
により、柱状スペーサを形成した。次に、柱状スペーサが形成された着色部上に、ポリイ
ミドから構成される配向膜を形成した。
【００９０】
＜セル組みおよび偏光板の配置＞
　ＴＦＴ基材のＴＦＴ上にＴＮ液晶を必要量滴下し、上記カラーフィルタ基材を重ね合わ
せ、ＵＶ硬化性樹脂をシール材として用い、常温で０．３ｋｇｆ/ｃｍ２の圧力をかけな
がら４００ｍＪ/ｃｍ２の照射量で露光することにより接合して、セル組みをした。その
後さらに外側両面に偏光板を貼り付けて、透過型液晶表示素子を得た。得られた透過型液
晶表示素子の厚みは、約０．６ｍｍであった。
【００９１】
＜立体映像表示装置の作製＞
　透過型液晶表示素子のＴＦＴ基材側の面と、視差バリア部材のブラック層側の面とを、
透明粘着剤を含む接着層（厚み０．１ｍｍ）を用いて貼り合わせた。以上の工程により、
立体映像表示装置を得た。立体映像表示装置のトータルの厚みは、約０．９ｍｍであった
。
【００９２】
［比較例］
＜視差バリア部材および透過型液晶表示素子の作製＞
　視差バリア部材において、配線層およびパッド電極を形成しなかったこと以外は、実施
例と同様に視差バリア部材（厚み：約０．２ｍｍ）を作製した。また、第２センサ電極、
第２配線層および第２電極パッドを形成しなかったこと以外は、実施例と同様に透過型液
晶表示素子（厚み：約０．６ｍｍ）を作製した。
【００９３】
＜タッチパネル基材の作製＞
　ガラス基材を準備した。実施例における高反射層、配線層および電極パッドと同様にし
て第１センサ電極を作製した。高反射層および配線層上に、実施例におけるカラーフィル
タ基材におけるオーバーコート層と同様にして絶縁層を形成した。絶縁層上に、実施例と
同様にして第２センサ電極、第２配線層および第２電極パッドを作製した。第２センサ電
極および第２配線層を覆うようにして、上記絶縁層と同様にしてオーバーコート層を形成
した。以上の手順により、タッチパネル基材（厚み：約０．３ｍｍ）を作製した。
【００９４】
＜立体映像表示装置の作製＞
　透過型液晶表示素子のカラーフィルタ基材側とタッチパネル基材の第２センサ電極側と
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を、透明粘着剤を含む接着層（厚み０．１ｍｍ）を用いて貼合した。また、透過型液晶表
示素子のＴＦＴ基材側と、視差バリア部材のブラック層側とを貼合した。透明粘着剤を含
む接着層（厚み０．１ｍｍ）を用いて貼合した。以上の工程により、立体映像表示装置を
得た。立体映像表示装置のトータルの厚みは、約１．３ｍｍであった。
【００９５】
［評価］
　実施例および比較例の電極パッドおよび第２電極パッドを電源に接続させてタッチパネ
ルの作動試験を行なったところ、実施例および比較例のいずれも、タッチパネルが正常に
作動することが確認された。実施例では比較例に比べて、立体映像表示装置の厚みを薄く
することができ、製造コストを抑えることができた。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　…基材
　２　　　…ブラック層
　３　　　…高反射層
　４　　　…配線層
　５　　　…電極パッド
　１０　　　…視差バリア部材
　２１、２６　　　…センサ電極
　２０　　　…タッチパネル
　３０　　　…透過型表示素子
　４０　　　…バックライト
　１００　　　…立体映像表示装置
　Ｐ　　　…タッチパネルの検出領域
　Ｑ　　　…タッチパネルの非検出領域
【図１】 【図２】
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【図７】
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